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平成２７年労第２７３号 

 

主  文 

本件再審査請求を却下する。 

 

理  由 

 

１ 再審査請求人（以下「請求人」という。）は、労働基準監督署長が平成○年○月

○日付けで請求人に対してした労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

による療養補償給付及び障害補償給付を支給しない旨の処分を不服として、労働者

災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に審査請求をしたところ、審査官

は、平成○年○月○日付けをもってこれを棄却したので、請求人は、更にこの決定

を不服として、再審査請求に及んだものである。 

２ 再審査請求は、労働保険審査官及び労働保険審査会法（昭和３１年法律第１２６

号。以下「労審法」という。）第３８条第１項の規定により、請求人に労働者災害

補償保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して６０日以内（以

下「請求期間」という。）にしなければならないこととされている。 

本件の場合、日本郵便株式会社発行の郵便物等配達証明書（お問い合わせ番号○

号）によれば、審査官の決定書の謄本が請求人に配達された日は、平成○年○月○

日であり、本件再審査請求の請求期間は、当該配達された日の翌日から起算して６

０日目に当たる日である平成○年○月○日（土曜日）までとなる。請求期間の満了

日（６０日目）が土曜日、日曜日、その他祝祭日等の閉庁日に当たるときは、期間

は閉庁日の翌日をもって満了となると解するのが相当であることから、本件請求期

間の満了日は、平成○年○月○日となる。 

しかるに、請求人が労働保険再審査請求書を当審査会に郵便で提出した日は平成

○年○月○日であり、本件再審査請求は、法定の請求期間を徒過してなされたもの

である。 

３ ところで、労審法第３８条第２項において準用する同法第８条第１項ただし書で

は、再審査請求が請求期間を徒過してされた場合においても、請求人が正当な理由

により請求期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、

この限りでないと定められている。そして、当該ただし書にいう「正当な理由」と
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は、天災その他客観的にみて一般にそのような理由があれば誰もが請求できなかっ

たであろうことをうかがい知るに足りるものでなければならないものと解するの

が相当である。 

そこで、本件についてこれをみると、請求人は平成○年○月○日付けの文書及び

同月○日付けの文書において、要旨、次のとおり述べている。 

決定書を受け取った当時、ある程度症状が改善され、また、再審査請求をしても

これまでの結果と同じように認定はしてもらえないと思い、再審査請求をしなかっ

た。その後、平成○年○月からムチウチ症が原因で両腕、肩甲骨及び背中が痛みだ

し、うつ病を再発し、さらに、労災による打撲が原因で折れた前歯２本が劣化して

おり、これらの治療のために、労災による余分な費用が掛かっていることから、今

回再審査請求を行った。 

しかしながら、請求人が主張する理由は、個人的な事情を述べているにすぎず、

誰もが請求できなかったであろうことをうかがい知るに足りる事情であるとは言

い難く、上記の「正当な理由」について疎明し得るものとは認められない。 

４ 以上のとおりであるから、本件再審査請求は、労審法第３８条第１項の規定によ

る請求期間を正当な理由なく徒過した不適法なものであるため、同法第５０条にお

いて準用する同法第１０条の規定により却下する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


